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１．補助事業 


 


 財団法人 JKA からの補助金により、わが国プラント･エンジニアリング産業の国際競


争力強化支援のため、以下の海外プラント案件形成･促進の諸事業を行う。 


 


(1)海外プラント貿易推進協議促進事業 


①プラント輸出環境整備協議推進支援事業 （いわゆる「トップセールス」事業） 


途上国における社会・経済インフラ基盤整備に貢献するとともに、我が国プラント･


エンジニアリング産業による輸出促進を狙いとする相手国との協議を推進する事業


である。相手国への輸出環境を整備するために、我が国から経済産業省の幹部が


海外訪問する機会を捕えて官民合同ミッション（いわゆるトップセールス）を相手国


政府に派遣し、相手国との協議を通じて輸出促進の環境をつくり、我が国機械産業


の発展に寄与する。 


２０10 年度は、経済産業省幹部の予定を確認し同国際プラント推進室と協議のう


え、業界ニーズに合う各種の案を候補として検討し、推進・実施する。 


 
②プラント市場調査情報基礎調査 


途上国における社会・経済インフラ基盤整備に貢献するとともに、我が国プラント･


エンジニアリング産業による輸出促進に貢献する目的で実施する。主要プラント市


場国における社会・経済インフラ整備の計画に関する情報等を調査し、我が国プラ


ント･エンジニアリング産業界等に情報を提供する。また、上述のプラント輸出環境整


備協議推進支援事業の相手国選定の参考にする。 


 
(2)プラント経済協力及びプラント輸出戦略推進策の策定事業 


①経済産業省は、我が国産業発展と海外の社会・経済インフラ整備に貢献するた


め、エネルギーや経済成長に関する戦略を打ち出し状況の変化に対応して改定・


充実に努めている。これらの国家施策の立案・遂行に当たっては、実際に輸出を行


う民間側もそれら施策を活用するとともに、施策に沿った対応が求められ、官側と民


側の密接な協力体制が必要となる。本事業はプラント･エンジニアリング産業と官と


の間に立ち、官側からの情報伝達、民側からの意見具申、両者の意見交換等を実


施し、官民が協力して我が国機械産業の発展に寄与する事業である。 


協会においてはこの種の活動を２００６年度から実施してきているが、２００９年度


にはプラント経済協力検討委員会として公的金融等国際プラント競争力支援策官


民連携会議と、プラント輸出戦略委員会としてエネルギー・資源・環境官民連携会


議の二つの会議を開催している。２０１０年度も同じ会議で検討を進め、より改善・強


化し継続して実施する。 
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 その際、いずれのテーマも協会の全ての会員に関係する事柄であるので、両分


科会の運営は企画運営協議会・ＥＰＩＣ協議会の区分にこだわらず、協会のＥＰＩＣセ


ンターが協会他部・室と協力して協会全体の立場に立って行うこととする。 


 


②上記①の関連事業として、プラント経済協力の検討・その推進のために、２００７お


よび２００８年度にベトナムＯＤＡタスクフォース及びその現地関係者との意見交換を


行ったが、２０１０年度も適切な国を選定して現地での意見交換を実施する。 


 また、上記①の検討を通じて得た方策や情報をもとに、プラント輸出促進・経済協


力実務セミナーを会員企業以外にも広く募って開催し、成果の普及と人材育成に寄


与する。 


 


２．受託事業 


 


従来から、海外における、①省エネ等環境エネルギー分野、②民活インフラ整備


分野、および③プラント建設促進投資分野、などの海外プラント･ビジネス拡大に資


する特定テーマに係わる調査研究を、受託し実施してきている。 


２０10 年度においては、最近受注実績のある国際経済交流財団などの公益団体


に対してだけでなく、過去に調査を多く受託した実績のある経済産業省や国際協力


銀行からの受託を働きかけるが、そのため当方から積極的に調査効果の高い内容・


企画を検討し提案を行っていく。 


その際の検討受託テーマ案としては、会員企業の意向を参酌しながら、（ⅰ）海外


プラント市場に関連する対象国及び国際間の政策動向、（ⅱ）地球温暖化対策・環


境保護に寄与する海外プラント建設の方向、（ⅲ）途上国での民活インフラ・プラント


のより効果的な進展策、等について、具体的に立案し、提案していく。例えば、我が


国企業による CO2 削減に向けた内外の環境投資行動（排出権取引、柔軟性メカニ


ズム利用、自主行動計画など）の評価、二国間政府連携による途上国インフラ整備


協力案件（例．インド・デリームンバイ間産業大動脈構想）の推進に向けた課題（例．


サプライチェーン構築、FTA/投資連携、案件選定マッチングメカニズム）の調査な


ど会員企業のビジネスに関係し、寄与するものを取り上げていくこととする。 


 


３．自主事業 


 


（1）陳情・政策提言活動 


 


      過去、毎年度における協会の重要活動として、会員企業を取り巻く各種プラントに


関連して惹起される諸問題に対して、問題点の分析と提言等を業界の意見集約を
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図りながら政府および関係機関などへの陳情・要望として実施してきた。 


２００９年度においては、途上国支援に関する「鳩山イニシアティブ」が 2009 年 12


月、国連機構変動首脳会合の場で提案されたことから、公的資金協力における新


たな運用基準の導入が課題となっており、協会は事前の検討に参画している。 


２０１０年度においても、上記の運用基準の策定を始め政府・関係機関の施策に


対する要望を会員の意向を確認したうえで、タイムリーに陳情・要望として取りまとめ


ていく。 


 


(２)外国政府・政府系組織・大使館など公的機関を相手とする会議開催、および業界


ミッションの派遣 


 


 相手国との間で、相手国のインフラ振興計画等の政策情報の入手、相手国に対


する我が国プラント産業の宣伝、さらにはかかる公的な相手方等との協力強化、等


を図るべく、①国内においては在京大使館等との間での会議等を協会が主催、ある 


いは、会員企業の意向がまとまれば、②ミッションを編成・派遣して相手国において 


相手国政府や公的組織等との間で会議等を開催し、協会が取りまとめ役となって相


手方との連携強化に寄与する。 


 


(３)セミナー事業 


 


協会はセミナー事業の開催に取り組み、２００７年度には「CDM/JI 実務者セミナ


ー」を開催した。その実績を踏まえ内容の改善を図って、２００９年度には有料のセミ


ナー事業として公的金融に関する検討分科会の実績等を踏まえＪＢＩＣ等関係機関と


も協力して「プラント・ファイナンス実務者セミナー」を企画・検討する。 


その他、会員企業やプラントに関係する会員外の一般企業にとっても有益である


と思われるテーマがあれば、セミナー実施を検討する。 


 


(４)講演会の開催 


 


    従来から実施している会員企業に対する各種講演会のほか、必要に応じて会員


外にも規模を拡大した講演会を協会の主催で開催する。協会および会員企業の事


業に関連する分野におけるトピックス的なテーマを選定し、経済産業省をはじめと


する官庁や公的機関、さらに民間団体の有識者や大学教授などを講師として招い


て実施する。 


 


(５)各種団体活動を通じた情報収集と会員への提供 
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当協会はプラント･エンジニアリング業界を代表する団体として、各種の公的協議


会や委員会などに参加している。そこでは会員企業にとって各種の有益な情報が


得られることが多いので、情報収集に努めホームページなどを活用して会員企業へ


提供することとする。２０１０年度も前年度に引き続いて、地球環境温暖化関連各種


会議、各種エネルギーフォーラム、アジア PPP 協議会、日中省エネ環境ビジネス推


進協議会や世界省エネ等ビジネス推進協議会、日印エネルギー政策対話、（さらに


可能であれば対イラク支援協議ミッション）などに参加し、会員企業に資する情報提


供に努める。 


 


（６）地球温暖化コンサルティング活動 


 


協会内の業務部、技術室等と連携しながら、区分規程により業務が区分されるこ


とを厳守するＣＤＭセンターを除く協会全体事業として、地球温暖化対策に繋がる


各種調査受託等の形態でコンサル活動を展開する。 


例えば、①CDM/JI プロジェクトの組成が進捗していない途上国について環境政


策、産業事情、エネルギー需給、資金調達事情等の投資決定要因の動向を探り当


該国 DNA、有力シンクタンクなどとの連携促進を通じて、CDM/JI 案件形成への本


邦企業参画の可能性が見込まれる企業の有望地場選定を行う。②「鳩山イニシアテ


ィブ」による公的資金協力スキームの運用段階において想定される新たな低炭素化


効果の測定・報告・検証（MRV）ガイドラインに準拠した案件チェックを行う。併せて、


③従来から行ってきたＰＤＤ作成支援コンサルや CDM 事業化立ち上げ協力コンサ


ル、等のＣＤＭ/JI プロジェクトを直接的に推進するコンサル活動を会員企業等から


受託して展開・実施する。（注：CDM/JI 審査事業は、協会事業間の「区分規定」によ


り、CDM 特別会計の CDM センター事業として、区分して実施する。） 


 


以上 
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社団法人日本プラント協会の２０１０年度の事業展開にあたっては、プラント


業界団体および公益認定法人としての以下Ａに列記する「基本的な方針」の下


に、会員のニーズに沿ってＢに例示するような各種業務活動を展開する。 


 


Ａ，＜基本的方針＞ 


 


１．プラント関係メーカー・エンジニアリング企業を正会員とし、商社・銀行


等を賛助会員とし、さらに関連する企業を協力会員とする、広範な【業種


横断的性格】を生かす。 


２．経済産業省の国際プラント推進に係る施策と協力する公益業界団体であり、


【行政と密接に連携】して活動する。 


３．プラントに知験の豊かなエンジニア等の自前の人材を多く有しており、調


査等において外部に依存せず、【自前の能力及び専門性】を発揮する。 


４．長年築き上げた「Japan Consulting Institute＝ＪＣＩ」名による豊富な


【海外でのコンサルティング実績と評価】を、相手国政府・政府機関等へ


の我が国プラント企業の対応に活用していただく。 


５．地球温暖化対策（CDM/JI）で、今や国際的にトップクラスの地球温暖化ガ


ス排出を審査する【国連認定審査機関】であり、地球環境への貢献活動を


更に発展させるとともに、我が国プラント産業の【地球規模の低炭素化に


繋がるプラントの国際展開】に役立てる。 


 


Ｂ，＜各種業務活動＞ 


 


① 会員に対する協会の E メールやホームページ等を活用した各種情報提供


や講演会・セミナーの実施等の【情報収集・提供】業務 


② トップセールスに参加するなど行政との連携によるプラントの国際展開


を促進する【官民連携国際セールス推進】業務 


③ 国の環境・エネルギー・資源・金融等各種政策と連携し活用して、プラン


ト業界の国際振興に繋げる方策を検討・提言する【政策検討・提言】業務 


④ 我が国プラント産業の国際競争力強化のため各種輸出・投資ファイナンス


の改善や ODA の活用等、プラント産業の【国際競争力強化支援】業務 


⑤ 我が国プラント分野の【国際標準化戦略】を推進する業務 


⑥ 我が国プラント産業の国際展開・振興を促進するための【各種受託調査】


業務、並びに会員のニーズを受けて行う【案件形成発掘】業務 


⑦ 国連の正式認定を受けて行なう地球温暖化ガス排出削減推進のための


【CDM/JI 審査機関】業務、更に、審査機関としての知験を生かしたイン
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フラ・プラント等の【低炭素化推進コンサルチィング】業務 


 


 以上、協会は、官と民の橋渡しとなる公益機関、及び、会員企業からなる業


界団体、としての活動を、経済産業省などの行政や各政府機関、さらに国連等


の国際的施策との連携を深め、強めて、具体的に以下の事業を実施する。 


 


 
１．プラント業界団体としての活動 


 


（１）行政との交流 


 


①、経済産業省など行政側に協会各種委員会等へご出席いただくなど、定期的


な情報・意見交換の場を形成し、さらに必要に応じ随時にも個別会議を開催


し、会員と行政との接触活動を積極的に展開する。 
②、民間が必要とする、経済産業省や関係各省など行政からの各種関連情報を


幅広く早期に収集し、協会 E メールやホームページ等を活用して会員に提供


する他、行政施策の行政側の直接の責任者・担当者による説明会を随時開催


する。 
③、経済産業省など行政側の施策に関する業界向け連絡・説明の場を講ずるだ


けでなく，逆に、行政へ業界側情報や意見をお伝えし反映する双方交流の充


実・拡大に努める。 
 


（２） 情報収集と提供 


 


①、当協会はプラント業界を代表する団体として、各種エネルギーフォーラム、日中・


日印省エネ関連会議、アジア PPP 協議会等に参加し、会員の意向を反映するとと


もに、これら各種＜公的会議・協議会等のプラント関連情報＞を収集し、会員に提


供する。 


②、国連に認定された地球温暖化対策上の＜正式審査機関＞である立場や、国際


標準化機構（ＩＳＯ）の石油関連プラント・システム標準委員会（略称）の＜議決権を


有する日本代表＞になっている立場、を活用して、国際的課題である＜低炭素化


施策等の諸情報＞や＜国際標準化戦略に係る諸情報＞を収集・提供する。 


③、NEDO・JBIC・NEXI・ＪＩＣＡ・ＪＥＴＲＯ等の政府系重要機関との間で培った強い連


携関係を生かし、＜政府系関連公的施策情報＞などプラント業界に有益な公的施


策情報を収集し提供する。 


④、協会の各種委員会等の場で、国際振興に寄与するプラント関連のホット・イシュ
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ーについて専門家を招いての講演により、アップ・ツー・デートな情報の会員に対


する提供に努める。 


 


（３）戦略的研究・検討の推進 


 


 政府施策とそれに対応するプラント業界における課題を踏まえて、官民連携


による戦略的研究テーマを選定し、協会に行政当局等の担当者を招いて『官民


連携戦略会議』を形成し、官民を連携させながら、テーマの戦略的研究・検討


を行い、政策提言に繋げていく。 


 ２０１０年度においては、前年度に引き続き、 
 
（ⅰ）『激変する国際状況変化と我が国プラント産業の国際競争力強化』 
（ⅱ）『国際的な環境・エネルギー・資源問題と我が国プラント産業の対応』 
 
の 2 テーマを推進する。 
 
（４）政策提言・陳情活動 
 
 政策提言・陳情活動を協会の重要事業として位置付け、実行する。 
プラント産業の振興・諸問題の解決のために、上記の「戦略的検討の成果」と


して生み出された政策提言や要望、あるいはその他状況変化・問題事項の発生


等の機会を捉えて即時に検討し案出された政策提案・要望を取りまとめ、陳情･


意見具申として上呈、行政へ反映させることに努める。 
 
 
２．公益法人としての公的活動 


 


（１）行政との連携による＜トップセールス＞の支援・参加 
 
 下記３、（２）、③に具体的に説明するいわゆるトップセールスは官民合同の 
セールス活動であり、公的団体として参加することにより官民連携を支援する。 
 
（２）会員ニーズに基づく対外的な証明機能の発揮 
 
 中国等へのプラント・エンジニアリング輸出・技術移転において、何らかの 
公的な輸出・技術移転内容の客観的証明を求められている場合等において、 
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公益業界団体としての公的な立場を活用して証明を行う。 
 
（３）外国政府・組織・大使館などへの働きかけ 
 
 プラント・ビジネス相手国のインフラ振興計画等の政策情報の入手、我が国


プラント産業の宣伝、さらに相手国との協力強化、等を図るべく国内において


在京大使館等との間で、あるいはミッションを編成・派遣して相手国において、


公的立場を生かして協会が取りまとめ役となって働きかける。 
 
３、国際協定や機構を舞台とする活動 
 
（１）国連から正式認定された温暖化ガス排出権の審査機関活動（ＣＤＭ/ＪＩ） 
 
①、２００５年から協会は、国連から地球温暖化ガスの排出権審査における指


定運営機関（ＤＯＥ）としての認定を獲得し、以後この活動・業務を急速に


拡大し、協会全体の事業収入に大きく寄与できるところにまで、成長してき


た。 
②、２０１０年度においても、協会の収入事業としてこの事業を更に拡大させ、


協会財政に更に寄与できるものにする。このＣＤＭ審査事業は、協会の他の


一般コンサル事業と区分して利害関係が生じないようにすることが求められ


ているため、ＣＤＭ審査事業特別会計を形成しているので、本事業の２０１


０年度計画は、同特別会計事業計画で詳述する。 
③、なお、２００９年１０月１６日に、不本意ながらＣＤＭ理事会からＪＣＩ


のＤＯＥ資格の一部の分野を“ＥＸＰＩＲＥ“されたため、２００９年度の


同特別会計は赤字になったが、本年３月末のＣＤＭ理事会でこのＥＸＰＩＲ


Ｅの資格回復が認められる見込みであり、資格回復により２０１０年度は、


前２００９年度までの実績を大きく上回る拡大をめざす。 
 
（２）国際標準化機構（ＩＳＯ）の投票権を持つ審議団体としての活動 
 
 我が国プラント業界が国際標準規格（ISO）の動きをウォッチし情報を入手 
しながら適切な対応をし、更に積極的に活用して戦略展開していく国際標準化


戦略は、いまや標準化戦略の展開が重要な国際競争上のビジネス戦略となって


いる最近の国際環境に鑑みて重要である。 
そこで、プラント業界が関係する分野の中で、会員企業からの参加要望があ


り協会が参加することが適切と考えられるものにおいて、ＩＳＯの部会等の場
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に議決投票権を持つ形で参加し、情報入手・対応等の活動を行う。当面は、２


００８年度より議決権のある国内審議団体となった ISO TC67/SC6(石油精


製・石油化学設備・システム標準分科会)に関して、情報収集と情報発信を引き


続き行う。 
 


４．JKA 補助事業 


 


 財団法人 JKA の自転車等機械工業振興補助金により、次の事業を実施する。 


○、継続事業 


（イ）企業への委託補助事業として、 


①「地球環境保全プラント国際協力支援事業(PDD 作成支援事業)」 


②「海外プラント推進協力支援事業（フィジビリティ調査事業）」 


③「特定地域プラントのエネルギー効率化支援事業（技術設備導入


コンサルティング事業）」 


④「途上国プラント改善診断調査事業（プラント改善診断調査事業）」 


（ロ）協会の事業として、トップセールス等の「海外プラント貿易推進


会議開催事業」 


を行って、海外の市場開拓、案件発掘・形成を推進する。 


○、新規事業 


（ハ）地球温暖化防止対策とそれを活用した国際プラント振興はますま


す重要になることから、「海外プラント地球温暖化対策事業」を新規


事業に加えて行う。 


 


（１）「地球環境保全プラント国際協力支援事業」（ＰＤＤ作成支援事業） 


 


 我が国の国際公約となっている2008年から2012年までの1990年比マイナス


６％達成、さらに 2020 年までには 1990 年比 25%を削減する目標に貢献するた


め、温室効果ガスの削減にあたり、京都メカニズムで認められた CDM/JI スキー


ムを活用しようとする事業予定者等の PDD(プロジェクト設計書)作成を支援す


る。 


 


（２）「海外プラント推進協力支援事業」（フィジビリティ調査事業） 


 


開発途上国が進めようとしているプラントの新設計画或いは既設のリハビリ・改善計


画について技術的／経済・財務的事項について、検討・評価するフィジビリティ調査


を会員企業等のニーズに基づき補助する。本事業は、途上国における経済基盤充
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実に貢献すべく、我が国プラント産業を具体的滑効果的に途上国プラント建設に結


びつけ、もって我が国機械産業の発展に寄与する。 


 


（３）「特定地域プラントのエネルギー効率化支援事業」（技術設備導入コンサ


ルティング事業） 


 


 我が国の省エネ等対海外プラントのエネルギー効率化支援政策と合致する対


象国・地域に関して、①エネルギー関連組織・制度、エネルギー利用効率状況


等を調査し、②当該国・地域に適切な我が国の保有する省エネルギー、高効率


エネルギー技術・設備等を導入するためのコンサルティングを実施する。  


 


（４）途上国プラント改善診断調査事業（プラント改善診断調査事業） 


 


 海外途上国や東欧等市場移行国の老朽化した或いは後進的な既存プラントを、


より近代化した或いは先進的なプラントに改善するため、①対象途上国の既存


プラント状況の情報を収集・調査した上で、②改善対象となるプラントの設備・


システム等の診断調査を行い、適切な改造或いは新設を行う改善計画を提言す


るためのコンサルティングを行う。 


 


（５）「海外プラント貿易推進会議開催事業」 


 


① トップ･セールス推進事業 
 
 我が国の民間企業が個別では対処することが難しい海外プラント案件に係わ


る問題について、案件ニーズのある特定国を定めた上で、我が国政府のハイレ


ベルの要人を団長とする官民合同ミッション（いわゆるトップセールス）の機


会を捉えて事務局等として参加し、直接的に具体的なプラント･ビジネス案件の


促進を図るべく各企業が行う相手国政府などへの意見交換・要請活動を側面支


援する。電力プラント関係、石油等資源関係、日中・日印間等省エネ推進など


のトップセールスが対象。 
 
② プラント市場情報基礎調査 
 
 海外プラント･ビジネスに関して重要と思われる国･地域に調査員を派遣して


情報収集調査を行い、プラント市場動向、インフラ等中長期計画、プラント建


設における PPP(官民パートナーシップ)の動向、ＣＤＭプロジェクトの動向、
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などの基礎的情報を収集・分析・整理する。 
 
③ プラント経済協力及びプラント輸出等＜官民連携による推進戦略＞の検討事業 


 


過去２００８年度まで、経済産業省が平成 18 年 5 月に取りまとめた新・国家エネル


ギー戦略および同年 6 月に取りまとめを行った新経済成長戦略を受け、また、政府の


経済協力体制の変化・改善に対応して、「国家エネルギー戦略」、「公的ファイナン


ス」の 2 テーマで、我が国プラント・エンジニアリング産業としてどのように技術・設備の


輸出推進、経済協力を行うか検討してきた。 


２００９年度から、これを発展させ、「官民連携会議」に名称を改めて 


 
（ⅰ）『激変する国際状況変化と我が国プラント産業の国際競争力強化』 
（ⅱ）『国際的な環境・エネルギー・資源問題と我が国プラント産業の対応』 
 


の二つを具体的テーマとして、官民連携した推進戦略を検討したが、２０１０年度に


おいては、この 2 テーマを更に掘り下げていく。昨年度と同様、行政側担当責任部門


との直接の官民連携・意見情報交換による検討方式を、最も重要な検討手法に位置


づけ、あわせ外部講師・専門家をも招き検討を行っていく。 


今後の重要な戦略分野である、原子力発電プラント輸出競争力強化や水ビジネ


ス・プラント国際戦略、低炭素化技術・プラントの国際展開なども、この官民連携会議


での戦略検討の中で取り上げていきたい。 


 


併せて、経済協力に寄与する活動として、円借款制度改善の動きと連動しながら、


途上国の現地 ODA タスクフォース等との意見交換を行なう等の連携を強化し、我が


国の顔の見えるインフラ・プラントを通じた経済協力に繋げる。 


 


また、これらの官民連携戦略検討及びＯＤＡ意見交換等を通じて得られた方策や


情報をもとに、プラント輸出促進・経済協力に繋がる実務セミナーを開催し、成果の


普及と人材育成に寄与する。 


 


（注）上記（５）①②③の所管は EPIC センターと同特別会計とするが、全


体の事業推進は他の協会の事業と同様に、協会事務局が一体となっ


て実施する。 


 


（６）海外プラント地球温暖化対策事業 
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 地球温暖化対策に寄与する我が国プラント産業の国際振興の重要性は、今後


ますます高まると考えられ、ＪＫＡ補助事業としても、新たに地球温暖化対策


の国際状況と展望を把握する調査を行なう。 


排出権取引市場の動向は、海外での排出権に繋がる省エネ・新エネ型プロジ


ェクトの今後の展開、従って国際的インフラ・プラント動向に対しても影響を


与える要因になっていくため、欧州・米国・中国での排出権取引市場の状況と


展望を調査する。 


 また、中国での今後の温暖化対策に繋がるＣＤＭ関連のインフラ・プロジェ


クトの市場動向は、我が国産業界の関わりも期待されるため、特に中国につい


てＣＤＭプロジェクトの展望を調査する。 


 


５．受託事業 


 


（１）一般受託調査事業 


 


 過去２０００年代前半頃まで、協会の受託調査は、経済産業省、日本貿易振


興機構（JETRO）、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、国際協力銀行


（JBIC）等の政府関係機関、及び公益法人他団体等を委託元として、主としてフィ


ージビリティ（Ｆ／Ｓ）調査を中心に、外部企業の協力をいただいてしてきたが、Ｆ／Ｓ


等の個別案件調査はこれら企業におかれて直接受託する傾向となってきた。 


このため、従来型のＦ／Ｓ中心の受託調査ではなく、この３～４年来、協会事務局


が主体となってこれら委託元に対し各種企画提案を行い、プラント業界全体にとって


有用な調査受託を獲得して実施する、いわば企画提案型の受託調査事業を、積極


的に開拓してきた。２０１０年度も、この企画提案型の受託調査の推進に努める。 


 


 ２００９年度においては、独立行政法人等からの受託調査として、 


①国際協力機構（新 JICA）の推進するベトナムにおける円借款供与スキーム


への支援に関する調査 


②同じく国際協力機構から、途上国のＣＤＭ事業促進のためのキャパシチー・


ビルヂングへのコンサルチング事業（注：ただしこれは調査ではなく下記（２）の


コンサルチングに属する） 


③国際協力銀行の実施する中米向け融資制度にかかる調査 


を受託した。 


 また、２００９年度の関係公益団体からの受託調査として、 


①国際標準化への取り組みに関する調査、 


②プラントエンジニアリング産業におけるリスクマネジメントに関する調査、 


   8







③原子力発電プラントの国際展開と地球温暖化防止への貢献に係る調査 


④アフリカにおけるバイオマス利用に関する調査 


を行った。 


 


 ２０１０年度においても、企画提案の努力により、引き続きこれら独立行政法人等の


公的機関の推進する政策や事業を支援する受託調査と、関係公益団体からの当協


会の機能を活用した受託調査を獲得し、我が国プラント国際振興に係る政策や制度


を分析・検討し、我が国プラント産業の振興に貢献することをめざす。 


 具体的な受託調査テーマ案としては、以下のようなアイデアを企画している。 


 


注：調査の実施は、一般会計事業とＥＰＩＣ特別会計事業とに分けて行なう。 


 


＜２０１０年度受託調査事業の企画案＞ 


 


（イ）地球環境変動枠組条約における、CO2削減技術の途上国への移転への、我


が国プラント業界の対応策 


（ロ）我が国の発電プラントの国際展開に寄与する、途上国へのプラント・メンテナン


ス・インフラの構築・導入に関する調査・研究 


（ハ）CDM手法による我が国バイオプラントの、海外への普及促進調査 


（ニ）途上国への円借款スキームの支援のための現地調査 


（ホ）ＣＯ２排出権取引市場の国際経済へのインパクトと我が国産業界の対応 


（へ）投資協定等経済連携施策の我が国プラント産業による活用に関する調査 


 


（２）その他の受託調査方式によるコンサルテイング事業 


 


①、地球温暖化コンサルティング 


 


民主党政権となり2020年までに1990年比25%削減目標も打ち出した。国内施策


だけでのこの目標達成は困難であり、我が国の優れた技術を活用できる省エネ


プラント等による排出権の確保を推進する必要性が、さらに高まっていくこと


が予想される。ついては、ＰＤＤ作成支援等により省エネ・プラント等のCDM/JI


事業化を支援するコンサルティング調査を受託していくとともに、下記のよう


な地球温暖化コンサルティング事業を推進し、我が国プラント産業のＣＤＭ／


JI等地球温暖化対策スキームを活用したビジネスの拡大につなげる。 


 


（イ）途上国の地球温暖化対策に係る人材育成等のキャパシテイー・ビルヂン
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グに対し国際協力機関等の行なう事業に協力する。 


（ロ）途上国における諸機関や現地企業を対象にＪＥＴＲＯ、ＮＥＤＯ、ＪＢ


ＩＣ、ＪＩＣＡ等と協力してネットワークを形成し、CDM/JI関連プラントプ


ロジェクトを発掘・推進する。 


（ハ）現地と我が国の商社・電力会社等のCDM/JI事業実施者(投資者)との協力


体制の推進と我が国プラント企業との連携構築に努め、我が国省エネ技術等


の移転を支援する。 


（ニ）我が国政府による東欧諸国等からの排出権購入の見返りに相手国の省エ


ネ型インフラ・プラントや環境対策設備を整備するＧＩＳ（グリーン・イン


ベストメント・スキーム）事業への我が国プラント産業の参入を支援する。 


  


②、その他コンサルティング事業 


 


上述の、一般調査受託事業、地球温暖化コンサル事業の他、円借款関連事


業において会員企業と協力して円借款案件のコンサル調査等を受託し我が国


企業による当該事業受注の実現可能性を高めるコンサル受託事業があり、ニ


ーズが寄せられれば受託に努める。 


更に今後、途上国での民活インフラ・プラントのより効果的な推進策について、


例えば二国間政府連携による途上国インフラ整備協力案件（例．インド・デリームン


バイ間産業大動脈構想等）の推進に向けた課題（例．サプライチェーン構築、


FTA/投資連携、案件選定マッチングメカニズム）の調査、など我が国プラント産業


のビジネスに関係し寄与するものを、企画提案し積極的に委託機関に働きかける。 


 


５、自主事業 


 


 自主事業、すなわち上述の受託・補助によらずに、会員ニーズに応じて協会


の自主事業として、下記の事業を行う。 


 


（１）、会員等のニーズ把握の上、受託等の事業の形でなく、自主事業として適


切なテーマでの講演・セミナー事業の実施を検討し、会員の情報理解の拡大、


知見・能力の増強に寄与する。 


（２）、開発途上国の政府・公的機関あるいは在京各国大使館等から、協会での


ミーティング設定あるいは相手国へのミッション派遣等により、会員企業と協


力してプラント建設に係わる設備・技術導入のニーズを引き出す等の働きかけ


を行う。併せ、会員企業の優れた設備・技術情報等を相手方に紹介する。 


以上 
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＜初めに＞ 


日本プラント協会（JCI）は、2005年の第1回京都議定書締約国会議（COP/MOP1）


に於いて京都議定書に定めるCDM（Clean Development Mechanism：クリーン開


発メカニズム）の指定運営機関(DOE：Designated Operational Entity)として正式


に認定され、CDMプロジェクト審査事業の実施を通して幾多の審査業務の知識・ノウ


ハウを蓄積してきた。また、JI（Joint Implementation：共同実施）についても、認定


独立組織（AIE：Accredited Independent Entity：）となるべく2006年11月に申請し、


INDICATIVE LETTERがJI信任パネルより発行されており、CDMセンターの活動


範囲拡大も期待できる。 
 
また、世界全体の傾向として、2010年2月15日現在で有効化審査（Validation）を終


えたCDM登録案件累計数は全世界で2044件に達しており、この1年間における登録


数は600件を超えており、前年度比1.5倍の伸びを示している。近年における顕著な


登録数の拡大傾向は今後も続くと考えられる一方で、2009年末のCOP/MOP15で見


られた2012年以降の先行き不透明感もあるが、有効化審査件数は今後も前年同様の


レベルで推移すると見込まれる。 
更に、これまでのCDM登録案件数の増加に伴い、今後は検証（Verification）案件


数の増加が期待できると共に、環境省の自主参加型検証事業や経済産業省の国内ク


レジット制度、東京都検証事業などによる国内CO2削減促進が本格化したことにより、


JCIのCDM事業拡大環境が整ってきたと言える。 
 
JCIは、CDMセンターを2002年度に発足させて以来、2009年度までに110件以上


の審査業務に携わり、CDM登録案件数は39件を数えるに至り、日本のDOEとしては


最大の登録件数を誇っている。然るに、2009年10月の第50回CDM理事会(EB: 
Executive Board)でJCIのSectoral Scope 1, 2 & 13に対するDOEとしての再信任


が認められず、再度当該Scopeに関しての再信任を申請せざるを得ない状況に見舞


われた。この間、当該Scopeで10件以上の審査契約案件キャンセルや審査業務の遅


れが発生し、2009年度の受注・売上予測は当初計画を大幅に下回り、下方修正せざ


るを得ない状況に追い込まれることとなった。 
しかしながら、その後再信任申請に対して、CDM-AT (Assessment Team)による


Desk ReviewとOn-site Assessmentが成功裏に終了し、CDM-AP (Accreditation 
Panel)からCDM-EBへの信任を可とする勧告が出され、3月22日から開催予定の第


53回CDM-EBで再信任が認められる予定である。 
従って、２００９年度のＣＤＭセンター特別会計は３７００万円余の赤字となる見込み


であるが、再信任後の２０１０年度においては、２００９年度上半期だけでＪＣＩに年度予
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定目標受注額が達成できた実績を踏まえれば、受注獲得活動を積極的に展開するこ


とによって、２００９年度予算規模を若干上回る収支計画を立てることは、十分に可能


であると考えた。 
 
2010年度は、かかる審査受注確保の可能性の展望のもと、ＪＣＩにたいする今後の


審査ニーズ増大の状況に対応できるよう、CDMセンターの審査員の受注状況に応じ


た必要な増員とその育成を図り、さらに個々の審査員の能力向上と審査業務全体の


効率化・合理化に注力し、特別会計事業としてのCDM審査事業のより一層の基盤の


強化を図っていくこととする。 
 


なお、ＣＤＭセンター事業としての活動ではないが、そもそもCDM/JI事業は、その


効果として地球規模の温暖化防止活動の促進に貢献する各種プラントプロジェクトの


促進・具体化、さらには輸出の拡大に結びつくものであり、これは日本プラント協会の


本来の事業目的である我が国のプラント産業の国際振興に繋がるものである。従って、


今後はＣＤＭ審査事業との利害関係を決して生じさせない前提の下、協会の一般事


業活動において、① ODA資金のCDMプロジェクトへの適用を働きかけ、大型プラン


ト案件のCDMになる可能性を高めるとともに、② DOE/AIEとして、我が国のプラント


エンジニアリング産業界の有する秀れた省エネルギー技術・CO2削減技術がCDM/JI
として採用され活用できるように、協会全体で努力していくこととする。 
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Ⅰ．審査業務の受注・売上回復によるCDM事業基盤の強化  
（１）JCIの2009年度の新規受注件数は、2009年10月の第50回CDM理事会にお


けるSectoral Scope 1, 2 & 13に対するDOEとしての再信任不受理が大きく影


響し、Validation24件（VCS（Voluntary Carbon Standard）案件1件を含む）、


Verification 12件（環境省案件10件を含む）の合計36件、受注金額として


合計で9544万円（当初計画：2億1千万円）となり、特にValidation件数が大幅


に減少した。また、2009年度の売上金額は、Validation 49件、Verification 
14件の合計63件、1億4000万円（当初計画：2億2千万円）に達したが、前述し


た理由により当初計画を大幅に下回る結果となった。 
  


2010年度は、世界全体のCDM/JI需要の拡大情勢、すなわち再生可能エネ


ルギー分野、省エネルギー分野のCDM案件数の増加、国連登録数の増加に


伴うVerification案件数の増加、また上記VCSを含む京都クレジット以外の


VER（Verified Emission Reduction）制度や国内のCO2削減検証スキーム


も整備されてきていることから、審査業務全体で受注・売上の増加が見込


まれる状況にある。このような背景に鑑み、下記（２）に示すように受注


目標を2009年度の3割増、売上目標を2009年度並みに設定し、JCIの活動の


中におけるCDM審査事業の位置づけを確固たるものとしつつ、審査ニーズ


に応えるべく、必要に応じて審査員の増員を図り、将来的なCDMセンター事業


の拡大に備えていくこととする。 
 


（２） 以上を踏まえて、審査業務全体（CDM、JI、VCS、国内検証業務他 ）としての


2010年度の受注・売上目標を2009年度下記に設定し、これをCDMセンターの


達成目標としてCDM審査事業の基盤の強化を図る。 
 
❋ 受注目標： 117件、2億7900万円   ❋ 売上目標： 103件、2億2600万円 


 
 （上記の、新規受注目標117件の内訳は、Validation 52件、Verification 65件


（環境省案件他の小型国内案件のValidation 6件、Verification 30件を含む）


と想定している。なお、新規受注に当たっては今後受注単価のアップに努めると


ともに、将来の安定的業務量確保に繋がるVerificationの獲得には特に注力す


る。） 
 
（３） 審査業務受注活動においては、下記の行動を基本指針とする。 
 


 日本商社各社や外国系排出権取引会社を主要顧客と位置付け、定期的な
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交流・情報交換を通して受注確保へと結び付ける 
 主要顧客との間においては、必要に応じて Framework Agreement の締


結も視野に入れて、受注を確実なものとしていく 
 World Bank については従来の関係を保ちつつ、東欧 CIS 諸国等におけ


る審査案件の依頼元と位置付ける 
 Validation を実施した小規模（Small Scale）案件については、顧客と


の関係維持・継続を図り、確実に Verification 受注へと繋げる 
 環境省自主参加型検証事業、国内 CDM 事業（国内クレジット）、東京


都検証事業などの国内排出権取引制度関連審査業務へ積極的に参入す


る 
 中国、東南アジア、東欧を中心に、ローカルコンサルタントを積極的に


活用してプロジェクト情報の収集、受注へとつなげる 


 


 
Ⅱ．審査業務の品質向上とコスト削減・収益確保 
 


2009年度に引続き、審査業務の品質向上を図りながら、業務の効率化・合理化の


推進によりコスト削減、収益確保を図っていく。具体的には、冒頭に記載したように特


に協会の必要に応じた審査員としての職員の増加を図り、2009年度末の13人から少


なくとも１５人へと拡充するが他、審査員数の拡大だけではなく審査業務自体の改善


が必須である。このため、以下の２点を重点的に実施する。 
 


① 審査業務の品質向上 
 UNFCCC要求事項、Accreditation Standardの遵守による品質管理


システムの継続的改善 
 UNFCCC Review Request に対する根本原因分析（Root Cause 


Analysis）の実施と品質管理システムへのフィードバック 
 CDM Weekly Meeting の場を利用した審査員教育訓練の実施 
 審査過程における３段階内部レビューの確実な実施 


 
② 審査業務の合理化 


 CDM-VVM（Validation and Verification Manual）適用に依る審査


業務の標準化・合理化推進 
 Validation/Verification 留意点の拡充 
 クロスチェックデータ・実績資料の整備・蓄積 
 国内審査・検証業務要領の標準化推進 
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III．CDM/JI事業推進のために  
 
 日本のみならず世界における更なるCDM/JI事業推進のために、下記活動を展開


する。 
 


① 我が国の審査機関の集まりとして設立されている「GHG審査協会」活動への


積極的な参加による、国内主要DOEとしてのリーダーシップの発揮 
② 経済産業省、環境省、国土交通省等、国の施策への省エネ案件強化等の提


言と協力 
③ 省エネ分野におけるCDMの国際的推進、及び手順・基準の改善提案 
④ 国際的な審査機関の集まりであるＤＯＥフォーラムへ参加するなど、③の提案


の実現に向け、国際的広がりを持って活動する。 
 
 


－以上－ 





